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はじめに 

本町議会では、平成 29 年度３月会議において「行財政・議会活性化調査特別委員

会」を設置し、議会活性化に取り組んでいる。 

本報告書は、令和２年６月会議に行財政・議会活性化調査特別委員会として中間報

告を行った以降の取組みについて報告するものである。 

 

１ 議会活性化について 

1) 取組項目及び取組方法について 

       本特別委員会で取り組むべき項目は、下記のとおりとし、２つの分科会に分け

て調査を行っている。 

 

No. 項 目 分科会 

１ 

議会運営について 

第１ 
① 予算・決算の審議         （平成 31 年 2 月 21 日報告済） 

② 一般質問 

③ 自由討議 

④ 通年議会 

２ 

委員会について 

第１ 

① 議会運営委員会 

② 常任委員会 

③ 特別委員会 

④ 全員協議会 

⑤ 所管事務調査 

３ 

開かれた議会について 

第２ 

① 情報公開（会議録、映像配信、ホームページ、議案書等） 

（令和元年 6 月 11 日、令和２年６月 10 日報告済） 

② 請願・陳情の処理          （令和元年 6 月 11 日報告済） 

③ 本会議での公聴会、参考人招致 

（令和元年 6 月 11 日報告済） 

④ 議会報告会（議会懇談会） 

（令和元年 6 月 11 日、令和２年６月 10 日報告済） 

⑤ 議会基本条例             （令和２年６月 10 日報告済） 

４ 

議員経費について 

第２ 

① 議員定数 

② 議員報酬 

③ 議員期末手当 

④ 議員費用弁償 

⑤ 政務活動費 
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2) 確認事項について 

     取組項目「No.1 議会運営について」の②、③、④及び取組項目「No.2 委員

会について」の①、②、③、④、⑤について、第１分科会から報告を受け、特

別委員会で審査し下記のとおり確認決定した。 

 

確認決定事項 

 
「No.１議会運営について」 

② 一般質問、③ 自由討議については、これまでどおりとする。 

 

④ 通年議会 

会議の運営（定例会議及び定例会議以外の会議）については、これまでど

おりとする。 

 

「No.２委員会について」 

① 議会運営委員会については、これまでどおりとする。 

 

② 常任委員会 

ア. 数および定数は、これまでどおりとする。 

イ. 所管の見直しについては、美里町議会委員会条例第３条第１号中「、議

会事務局」を削り、「下水道課」を「上下水道課（水道事業に関する事務

は次号の所管とする）」に改め、同条第２号中「、水道事業所」を削るも

のとする。 

ウ. 政策提言（研究テーマ）については、これまでどおりとする。 

 

③ 特別委員会 

ア. 行財政・議会活性化調査特別委員会のあり方については、目的のうち、

「予算決算に関すること。」を外すこととする。予算決算に関することは、

予算または決算の審議の都度、特別委員会を設置するものとし、委員長及

び副委員長は、「副議長」、「総務、産業、建設常任委員会委員長」、「教育、

民生常任委員会委員長」の順に担うものとする。行財政・議会活性化調査

特別委員会の名称を「議会活性化調査特別委員会」に改める等、美里町議

会委員会条例について、必要な改正を行い、令和２年度３月会議から実施

することとする。なお、議会活性化調査特別委員会の委員長はこれまでど

おり副議長とする。 
イ. 議会だより編集特別委員会の常任委員会化 

議会だより編集特別委員会は、地方自治法第 109 条第４項及び昭和 26 年

の行政実例「議会において審議されていない事件の、議会の議決により付

議された特定の事件については、特別委員会を設置することができる」に

より、現在支障がないことから、これまでどおりとする。 

広聴については、議会活性化調査特別委員会で行うものとする。 

 

④ 全員協議会については、これまでどおりとする。 

 

⑤ 所管事務調査については、これまでどおりとする。美里町議会委員会規則第

19 条の字句を整理する。 
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２ 議会懇談会について 

   議会から町民へ町政に関する情報提供に努めるとともに、議会に対する町民の声

を直接かつ広く聴取することにより、議会の監視機能及び政策提言機能に資するこ

とを趣旨として、議会懇談会を３班編成で開催した。 

   懇談会の状況については下記のとおりである。 

 

○ 令和 2 年 議会懇談会開催結果 

① 参加者状況 

開 催 日 会 場 時 間 参加者数 担当 

10 月 20 日 火 

練牛住宅集会所 19：00～20：30 7 人 1 班 

駅東地域交流センター 19：00～20：20 5 人 2 班 

青生コミュニティセンター  9：30～11：05 23 人 3 班 

10 月 21 日 水 

中埣コミュニティセンター 19：00～20：30 9 人 1 班 

本小牛田コミュニティセンター 19：00～20：30 22 人 2 班 

二郷第１集会所 19：00～20：45 26 人 3 班 

参 加 者 数 合 計 92 人  

１会場あたり平均参加者数 15.3 人  

 

② 実施班構成  ◎は班長 

班 議 員 氏 名  

１班 ◎佐野善弘、吉田眞悦、平吹俊雄、福田淑子、千葉一男 

２班 ◎山岸三男、村松秀雄、藤田洋一、櫻井功紀、我妻 薫 

３班 ◎柳田政喜、鈴木宏通、吉田二郎、手島牧世、前原吉宏 

 

③ 質問、意見・要望事項件数 

項   目 質 問 、 意 見 ・ 要 望 の あ っ た 件 数  

議会に対するもの 47 

 質 問 事 項 15 

 意見・要望事項 32 

執行部に対するもの 31 

 質 問 事 項  1 

 意見・要望事項 30 

合   計 78 
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④ 次年度への提案 

ア. 開催については、年１回、10 月、６会場とすること。 

イ. 要請による懇談会は、実施要綱に沿うことを基本とし、周知については、 

団体等への働きかけを行うこと。 

ウ. 来場者アンケートを実施して、翌年度への懇談会に生かすこと。 

 

 

3 今後の取組み 

   議会活性化の取組項目について、第１分科会、第２分科会で調査、研究を継続

する。 

 

４ 審査経過 

1) 特別委員会開催年月日 

第 1 0 回 令 和 ２ 年  ７ 月 10 日  

第 1 1 回 令 和 ２ 年 12 月 10 日  

第 1 2 回 令 和 ３ 年  ２ 月  ９ 日 中間報告 

 

2) 分科会開催年月日 

第１分科会 第２分科会 

第 29 回  令和２年 6 月 18 日 第 26 回  令和２年 5 月 26 日 

第 30 回           7 月 16 日 第 27 回           6 月 18 日 

第 31 回           8 月 ３日 第 28 回           7 月 16 日 

第 32 回           8 月 19 日 第 29 回           8 月 19 日 

第 33 回          10 月 ９日 第 30 回          10 月 ９日 

第 34 回      10 月 27 日 第 31 回      10 月 28 日 

第 35 回          11 月 13 日 第 32 回          11 月 24 日 

第 36 回          12 月 16 日 第 33 回          12 月 15 日 

第 37 回  令和３年 1 月 ８日 第 34 回  令和３年 1 月 ８日 

第 38 回       1 月 18 日 第 35 回       2 月 ５日 

 


